
＜様式１＞

28 年 9 月 30 日

【PLAN（計画）】

～

無

【DO（実施）】

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。
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実　施　方　法

意　図
対象をどのような状態
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27年度 28年度
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平成 年度事務事業評価表（一般事業・継続）28

98.9%

母子保健法　第12条・13条

備　考

妊婦及び乳幼児

26年度

衛生費

年度

事　業　概　要
意図を達成するために
実施することは何か

重 点 事 業

款

乳幼児・妊婦健康診査事業

妊婦や乳幼児の病気や障害を早期発見し、治療や療育につなげ、健やかな発達を支援する。
また、子育てのアドバイスや育児情報を提供し、育児不安の軽減を図る。

保健衛生費

保健衛生総務費１

１

施 策

関 連 施 策

項

事 業 類 型

親と子の健康増進

1

担当者名

乳幼児・妊婦健康診査事業

部局名

①妊婦は産婦人科において受診票に基づく個別健診を実施する。
②新生児は出生後退院までに聴覚検査を実施する。
③乳児は小児科において受診票に基づく個別健診を実施する。
④１歳６か月児及び３歳児はこどもセンターにおいて集団健診を実施する。
⑤健診未受診者については通知や電話により受診勧奨する。

目

事業コード

170

こども未来部

課 名

課 長 名

事務事業名

基 本 目 標

政 策 170山下　浩典

作成日

内線子育てしやすいまちづくり

人を育むまち

010102

嘱 託 等 人 数 （ 人 ）

指 標 名 （ 上 段 ： 名 称 / 下 段 ： 算 定 式 等 ）

１歳６か月児及び３歳児健診受診率

①
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②

妊婦・乳児延べ受診者数（個別健診）

１歳６か月児及び３歳児健診受診者数（集団
健診）

実績値

計画値

②
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（妊健14回分・乳健2回分の延べ）

時間外勤務（時間）

地 方 債

妊婦健診平均受診回数（全14回）

延受診回数／対象者数（妊健2回目受診者）

①
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回
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No.1



＜様式１＞

【CHECK（評価）】

※事業類型が１～３に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入しておりません。

【ACTION（改善・改革】

意
見
等

内
容

※１次評価は事業担当課長等、２次評価は２次評価委員会によって行われます。

該当なし

該当なし

低い 該当なし

低い

該当なし

　周産期医療支援システムに関して、妊娠届時に妊婦本人にiＰａｄで入力をしていただくことで初期登録
を行うが、現在iPadは1台（無償貸与予定）しか確保できていないため、同時に2人妊娠届に来られた場
合、1台が入力完了するまで待たせなければいけず、妊婦に負担をかけてしまう。

高い やや高い 低い

低い

高い やや高い【施策貢献度】

【事業成果】

やや低い

やや低い

１
次
評
価

今後の方向性

終期設定

現状維持

終期設定

今後の方向性

効
率
性

今後の方向性

見直しの余地あり 該当なし

　乳幼児及び妊婦の健康管理のため健診受診を促すことは重要であり、費用徴収は適当ではない。

削減の余地あり 該当なし

内容
今後の方向性のもとで、どのような
取組をするか（課題や問題点等に
対する取組など）

　周産期医療支援システムの初期登録で使用するiPadを1台購入し、合計2台準備しておく。

効果
事業の改善・改革によって期待され
る効果は何か

　iPadが2台確保できることで、妊娠届に同時に2人来られた場合でもスムーズに対応することができ、妊
婦の負担軽減が図られる。妊娠届時の確実な初期登録により、妊婦健診受診状況の確認や適切な時
期に保健指導を実施することが可能となり、妊婦の健康管理の充実が図られ、安全な出産につながる。

事業の進捗状況
昨年度の評価から、どのような取組
をしましたか（昨年度の【ACTION】
の改善・改革の進捗等）

・幼児健診に保健師を1名増員したため、問診がスムーズに流れ、受診者の負担軽減につながってい
る。
・周産期医療支援システムの参加に向けて、関係者との打ち合わせを積み重ねている状況。準備が整
い次第、妊娠届時の初期登録や妊婦健診結果等の確認を行い、支援の必要な妊婦を早期に把握して
保健指導や未受診者への受診勧奨を行っていく（Ｈ２８年度内に稼動予定）。

妥
当
性 【市の関与】 高い

やや低い

やや高い やや低い

有
効
性

事業が抱える問題・課題等

【コスト】

【負担割合】

　１歳６か月児及び３歳児に対して、集団健診を実施するなど効率的に実施している。また、委託料は、県下の市町が統一した
単価を設定しており、市単独による見直しは困難である。

見直しの余地なし

削減の余地なし

やや高い

対象外

高い

【必要性】

２
次
評
価

担当者意見のとおり

No.2


